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（趣旨）

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２

号。以下「規則」という。）第４条の規定に基づき、鳥取県森林環境保全税

関連事業費補助金（以下「本補助金」という。）の交付について、鳥取県税

条例（平成１３年鳥取県条例第１０号）及び規則に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。

（交付目的）

第２条 本補助金は、県民が享受している水源かん養、県土の保全等の森林の

持つ公益的な機能を持続的に発揮させるため、森林をすべての県民で守り育

てる意識の醸成及び竹林の適正管理を図ることを目的として交付する。

（補助金の交付）

第３条 県は、前条の目的を達成するため、とっとり県民参加の森づくり推進

事業実施要領（平成１７年３月３１日付第２００４０００２２４００号鳥取

県農林水産部長通知。以下「森づくり推進事業実施要領」という。）及び竹

林整備事業実施要領（平成２０年４月１１日付第２００８００００３８６３

号鳥取県農林水産部長通知。以下「竹林整備事業実施要領」という。）に規

定するもの及び森林景観対策事業として別表に掲げる事業（以下「対象事業」

という。）を行う次の者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

（１）とっとり県民参加の森づくり推進事業を行う別表第２欄に掲げる者



（２）竹林整備事業を行う市町村、又は別表第２欄に掲げる者（市町村を除く。）

に対し、その者が行う対象事業（以下「間接補助事業」という。）に別表第

６欄に定める補助金の額以上の間接補助金を交付する市町村

（３）森林景観対策事業を行う市町村

２ 事業実施主体（市町村及び森林組合を除く。）は、本補助金の交付申請及

び受領の事務を、補助事業の施行地を区域とする森林組合長等第三者に委任

することができる。

３ 本補助金の額は、補助対象経費の額（仕入控除税額（補助対象経費に含ま

れる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第

108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、

当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗

じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）を別表第６欄によって

算定した額以下とする。

４ なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏

まえ、補助事業の実施に当たっては、県内業者（県内に本店、支店、営業所、

事務所その他の名称のいかんを問わず事業を行うために必要な施設を有して

事業活動を行う者をいう。）への発注に努めなければならないこととし、補

助対象経費のうち、委託費については、県内業者が施工及び実施を行ったも

のに限ることとする。ただし、止むを得ない事情で県内業者への発注が困難

と県が認めた場合についてはこの限りではない。

（交付申請の時期等）

第４条 本補助金の交付申請は、地方事務所（東部農林事務所八頭事務所、中

部総合事務所、西部総合事務所、西部総合事務所日野振興センターをいう。

以下同じ。）の長（以下「地方事務所の長」という。）が別に定める日までに

行わなければならない。

２ 規則第５条の申請に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、そ

れぞれ別表第７欄によるものとする。

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額

が明らかでないときは、前条第３項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含

む補助対象経費の額に別表第５欄に定める率を乗じて得た額（以下「仕入控

除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。

（交付決定の時期等）

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日

以内に行うものとする。

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第４号によるものとする。

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第３項の規

定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることがで

きる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、



交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更後の額とする。以下

「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するも

のとする。

（間接交付の条件）

第６条 本補助金の交付決定を受ける第３条第１項第２号の間接補助金（以下

単に「間接補助金」という。）を交付する市町村（以下「補助事業者」とい

う。）は、間接交付に当たり、その交付を受ける者（以下「間接補助事業者」

という。）に対し、次の表の左欄に掲げる規則の規定（これらの規定中同表

の中欄に掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えたものと

する。）に準じた内容及び次項の条件を付さなければならない。

２ 当該間接補助事業により整備した竹林について、竹林整備事業実施要領に

基づく協定期間中、当該事業地の全部又は一部を森林以外の用途へ転用（当

該事業地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせ

た後、当該事業地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。）又は補助事

業地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為をしようとする場合は、あらかじ

め知事にその旨を届け出るとともに、当該転用等に係る竹林に対して交付を

受けた補助金の全部又は一部を返還すること（天災等不可抗力によるものと

して農林水産部長（以下「部長」という。）が認めたときを除く。）。

第１２条（第４項 補助事業者等 間接補助事業者
を除く。）、第１ 交付決定 間接交付の決定
３条、第１４条、 補助事業等 間接補助事業
第 1 6条第２項後 知事 補助事業者
段、第１７条、第 様式第２号による 補助事業者が定める
２５条及び第２６ 対象事業 間接補助事業
条 様式第３号による 補助事業者が定める

補助金等及び間接県費補助金等 間接補助金

（承認を要しない変更）

第７条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、別表の第８欄に定め

るもの以外の変更とする。

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。

（間接的な変更等の承認）

第８条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第１２条の規定に準じ

た内容の条件に基づき、間接補助事業について変更等の承認をしようとする

ときは、あらかじめ規則様式第２号による申請書を地方事務所の長に提出し

て、その承認を受けなければならない。

２ 第５条第１項の規定は、前項の規定による地方事務所の長の承認について

準用する。

３ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第１２条第１項（同



条第２項において準用する場合を含む。）の別に定める変更等を定めるに当

たっては、次に掲げる変更等を定めてはならない。

（１）間接補助事業に係る別表の第８欄に定める変更

（２）間接補助事業の中止及び廃止

（指示等の報告）

第９条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第１３条又は第１６条

第２項後段の規定に準じた内容の条件に基づき、間接補助事業者に対して指

示をし、又は間接補助事業者から報告を受けたときは、直ちにその旨を地方

事務所の長に報告しなければならない。

（実績報告の時期等）

第１０条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）

は、次に掲げる日までに行わなければならない。

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完

了又は中止若しくは廃止の日から２０日を経過する日又は補助事業の完了予

定日の属する年度の翌年度の４月５日のいずれか早い日

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年

月日の属する年度の翌年度の４月２０日

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に

掲げる書類は、別表第７欄によるものとする。

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告

に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控

除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除

税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控

除して報告しなければならない。

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合

において、その額が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税

額を超えるときは、当該交付決定控除税額）を超えるときは、様式第５号に

より速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える額に対応

する額を県に返還しなければならない。

（間接補助金の支払）

第１１条 補助事業者は、間接補助事業に係る本補助金の支払を受けたときは、

その支払を受けた額に応じた額の間接補助金を、遅滞なく間接補助事業者に

支払わなければならない。

（提出書類の部数等）

第１２条 規則及びこの要綱の規定により地方事務所の長に提出する書類は１

部とする。



（雑則）

第１３条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必

要な事項は、部長が別に定める。

附 則

１ この要綱は、平成２０年４月１１日から施行し、平成２０年度の補助事業

から適用する。

附 則

１ この改正は、平成２０年６月２４日から施行し、平成２０年度事業から適

用する。

附 則

１ この改正は、平成２１年５月１日から施行し、平成２１年度事業から適用

する。

附 則

１ この改正は、平成２１年６月３０日から施行し、平成２１年度事業から適

用する。

附 則

１ この改正は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度事業から適用

する。

附 則

１ この改正は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度事業から適用

する。

附 則

１ この改正は、平成２３年６月２４日から施行し、平成２３年度事業から適

用する。

附 則

１ この改正は、平成２４年４月２日から施行し、平成２４年度事業から適用

する。

附 則

１ この改正は、平成２５年３月２９日から施行し、平成２５年度事業から適

用する。

附 則

１ この改正は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度事業から適用

する。

附 則

１ この改正は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度事業から適用

する。

附 則

１ この改正は、平成２８年１月２２日から施行し、平成２８年度事業から適



用する。

附 則

１ この改正は、平成２９年１月１６日から施行し、平成２９年度事業から適

用する。

附 則

１ この改正は、平成３０年１月２３日から施行し、平成３０年度事業から適

用する。

附 則

１ この改正は、平成３１年３月２７日から施行し、平成３１年度事業から適

用する。



別 表（第３条、第７条、第１０条関係）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
（間接）補助事業 事業実施主体 （間接）補助対象経費 間接 交 補助率 補助金の額 交付申請添 重要な変更

付主体 付書類

（１）とっとり県民 集落、自治会、 講師謝金、講師旅費、消耗品費（取得価格が
参加の森づくり推進 町内会等、県内 ５万円未満の物品に限る。）、燃料費、食糧費 ３欄に掲げる補助対象 様式第１号 １ 事業のテー
事業 に本店又は主た （講師昼食代、イベント当日の参加者等の昼 経費に５欄の補助率を マ及び内容の

る事務所を有す 食の食材購入費及び打ち合わせ茶菓代に限 － 10/10 乗じて得た額から本補 変更
１ 体験型 るＮＰＯ、ボラ る。）、通信運搬費、使用料及び賃借料、印刷 助事業に伴う収入を控

ンティア団体、 製本費、開催広告料、傷害保険料、賃金（会 除した額（交付申請額 ２ 費目間の経
森林整備及び森川 森林組合等及び 場周辺整備、イベント運営）、看板設置費、 は20万円以上とし、事 費の流用で、

海の繋がりの体験学 それらで構成す 振込手数料 業実施主体が小中学校 費目別の経費
習、源流森林の探訪、る実行委員会等 ただし、参加者が限定される場合は開催広告 等の場合は5万円以上と が２割以上増
森林教室及び学校林 料は除く。 する。ただし、80万円 となるもの
の育成等、広く県民 を限度とする。）
に森づくりへの参加
を促す森林体験等

小中学校等 講師謝金、講師旅費、消耗品費（取得価格が
２ 保全活動型 ５万円未満の物品に限る。）、燃料費、食糧費

（講師昼食代、イベント当日の参加者等の昼
集落、団体等が県 食の食材購入費及び打ち合わせ茶菓代に限

内の貴重な森林を３ る。）、通信運搬費、使用料及び賃借料、印刷
年間以上継続して保 製本費、傷害保険料、賃金（会場周辺整備、
全・整備する活動 イベント運営）、看板設置費、振込手数料

（２）竹林整備事業 市町村、森林 １ 事業費
所有者、森林 竹林の整備（抜き伐り、循環利用型皆伐、 (1) 竹林の (1) 竹林の伐採、片付 様式第２号 １ 補助金の増
組合、竹林整 管理道・アクセス道開設及び伐採竹の搬 伐採、片 け、管理道・アクセ

竹林の伐採（抜き 備事業実施要 出）に要する経費 市町村 付け、管 ス道開設 ２ 事業箇所の
伐り及び循環利用型 領第４条第３ (1) 抜き伐り及び循環利用型皆伐 理道・ア ３欄に掲げる補助 追加
皆伐）、片付け、管 号に規定する 補助対象経費＝面積×標準単価とする。 クセス道 対象経費に５欄の
理道・アクセス道開 協定を市町村 ただし、市町村が委託に付して実施した場 開設 補助率を乗じて得 ３ 補助金の30
設及び伐採竹の搬出 及び森林所有 合は、面積に標準単価を乗じて求められた 8/10 た額 ％を超える減

者と締結した 額と実行経費（委託費）とのいずれか低い (2) 伐採竹 (2)伐採竹の搬出
県内に本店又 額とする。面積はヘクタールとし、小数点 の搬出 1,200円/㎥ ４ 事業費から
は主たる事務 以下2位未満切り捨てとする。 定額 又は 附帯事務費へ
所を有する者 (2) 管理道及びアクセス道開設 1,000円/t の経費の流用

補助対象経費は、鳥取県森林作業道作設
指針(平成23年3月31日付第201000193342号
農林水産部長通知。以下「作設指針」とい
う。）に基づき積算された額とする。ただ



し、市町村が委託に付して実施した場合は、
作設指針に基づき積算した額と実行経費

(委託費)とのいずれか低い額とする。
(3) 伐採竹の搬出

補助対象経費は、伐採竹を工場その他加
工施設等竹林外へ搬出する経費とする。

(4) 標準単価は、農林水産部森林・林業振興
局森林づくり推進課長が毎年度別に定め
る。

(5) 森林所有者以外の者が事業実施主体とな
る場合には、造林事業に係る間接費率を準
用して標準単価に間接費を加算するものと
し、加算後千円未満を切り捨てた額を標準
単価とする。

市町村 ２ 附帯事務費
市町村が１の経費に係る事業の実施に関

し行う指導監督及び事務等に要する経費 － 8/10
（事業費の4.5/100を限度とする。）

（３）森林景観対策 市町村 １ 事業費
事業 枯れ松等により景観が著しく低下してい ３欄に掲げる補助対象 様式第３号 １ 補助金の増

る森林における、枯死木の伐採等に要する 経費に５欄の補助率を
風致・保健・休養 経費 － 3/4 乗じて得た額 ２ 事業箇所の

等の機能を維持する 対象区域は自然公園法により指定された 追加
とともに、景観の向 国立公園、国定公園及び県立自然公園並び
上を図るための枯死 に文化財保護法の規定により指定された史 ３ 事業費から
木の伐採等 跡名勝記念物周辺の森林とする。 附帯事務費へ

補助対象経費は、実行経費（委託費）と の経費の流用
する。

２ 附帯事務費
市町村が１の経費に係る事業の実施に関

し行う指導監督及び事務等に要する経費
（事業費の4.5/100を限度とする。）



様式第１号（第４条、１０条関係）

○○年度とっとり県民参加の森づくり推進事業計画（報告）書

１ 事業計画（実績）の内容

事業区分 体験型 ・ 保全活動型

事業のテーマ

事業の目的

事業の効果

活動区分 森林整備植樹 森川海の繋がり 源流探訪 森林教室 学校林育成 その他

実施場所

事業費 円 補助金額 円

（別紙経費明細書）

参加人数 人（うちスタッフ人数： 人）

（スタッフを除く参加１人当たりの補助金額 円）

（スタッフを除く参加１人当たりの広報金額 円）

事業の概要

実施計画 ※各イベントごとに実施時期、実施内容、実施場所、参加人数を記入して

（参加者の感想） ください。

※活動区分が「森川海の繋がり」の場合は、森と川又は海のそれぞれのフ

ィールドにおける実施時期、実施内容、実施場所を記入してください。

（アンケート意見など）

広報計画（実績） ※各イベントごとに広報の手法、時期を記入してください。

（実施状況写真） ※体験の様子(遠景、近景各１枚以上)

注１）上記１は、「とっとり県民参加の森づくり推進事業企画募集要領」により提出された企画書

に基づき記載。

注２）実績報告の場合は実施計画欄は参加者の感想、広報計画欄は広報実績を記載し、実施状況

写真欄を追加すること。



２ 収支予算（精算）

（１）収入の部
（単位：円）

区 分 予 算 額 （決 算 額） （差 額） 備 考

県補助金

参加費・負担金

自己資金

計

（２）支出の部
（単位：円）

区 分 予 算 額 （決 算 額） （差 額） 備 考

事業費

計

３ 事業完了（予定）年月日

４ 他の補助金の活用の有無（有・無）

※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。

※「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先（補

助金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。

５ 消費税の取扱い（ 一般課税事業者 ・ 簡易課税事業者 ・ 免税事業者 ）

※該当するものに○をしてください。

６ 事業実施に係る予算（決算）経費明細書(消費税相当額を含め、記入）

収入

区分 参加費の詳細（イベント毎に徴収単価、使途内容等を記入） 計（円）

応募補助金額

参加費・負担金

合計

支出

区分 経費の明細（何に使用するのかを明記し、単価、数量等を記入） 計（円）

講師報償費

講師旅費

消耗品費

燃料費

食糧費

通信運搬費

使用料及び賃借料

印刷製本費

開催広告料

保険料

賃金

振込手数料

合計

注）補助対象外の経費が含まれる場合は計欄上段に（ ）書き（内数）で記載すること。



７ 実施内容比較（実績報告の場合のみ記載）

区分 当初申請 実績報告 備考(変更理由)

実施箇所

実施時期

参加人数

実施内容

８ 経費内訳比較（実績報告の場合のみ記載）

区 分 当初申請 実績報告 差引増減 備考（変更理由）

講師報償費

講師旅費

消耗品費

燃料費

食糧費

通信運搬費

使用料及び賃借料

印刷製本費

開催広告料

保険料

賃金

振込手数料

合計

注）補助対象外経費が含まれる場合は（ ）書きで（内数）記載すること。



９ 自己評価（実績報告の場合のみ記載）

区分 自己評価

①提案した事業が確実に 実行できた ほぼ実行できた やや実行できな ほとんど実行で

実行されたか。 かった きなかった

②多くの県民（実施主体 予定以上だった 予定どおりだっ やや少なかった 予想以上に少な

が小中学校の場合は、小 た かった

中学生）が参加したか。

③実施内容が適正な方 適正であった ほぼ適正であっ やや適正でなか 適正でなかった

法、計画、予算であった た った

か。

④実施内容について、多 できた ほぼできた ややできなかっ ほとんどできな

くの県民が、森林の働き た かった

や整備の必要性への理解

を深めるとともに、森林

を守り育てる意識の向上

を図ることができたか。

⑤実施内容の公開が図ら 図った 図れなかった

れたか。

⑥参加者に森林環境保全 配布した 配布しなかった

税のパンフレットを配布

したか。

⑦（植樹等を行った場合）設置した 設置しなかった

森林環境保全税の活用を

説明する看板を設置した

か。

注１）該当する自己評価区分に○をすること。

注２）参加者募集チラシ、新聞広告、新聞記事等を添付すること。



様式第２号（第４条、１０条関係）

○○年度竹林整備事業計画（報告）書

１ 事業の目的・効果

２ 事業計画（実績）の内容

別添竹林整備事業箇所一覧のとおり

３ 収支予算（精算）

（１）収入の部

（単位：円）

区 分 予 算 額 （決 算 額） （増 減 額） 備 考

県補助金

市町村費

そ の 他

計

（２）支出の部

（単位：円）

区 分 予 算 額 （決 算 額） （増 減 額） 備 考

計

４ 事業完了（予定）年月日

５ 他の補助金の活用の有無（有・無）

※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてく

ださい。

※「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問

い合わせ先（補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載し

てください。



竹 林 整 備 事 業 箇 所 一 覧

市町村：

直接・間接 事業 森林 直営・請 竹林の位置 事業量 整備内容 負担区分

補助の別 実施 所有者 負の別 大字 字 番地 面積(ha) 成立本数 径級 伐採本数 残本数 事業費 県 市町村 その他 備 考

主体 氏名 延長(ｍ) (cm) (円) (円) (円) (円)

附帯事務費

合 計

注１：事業実施箇所ごとの調査表（別紙様式）、森林計画図等の位置図及び現況写真（全体と部分写真）を添付すること

注２：実績報告には施業図を添付すること

注３：備考欄には、傾斜、当事業による過去の施業履歴等を記載



（別紙） 【竹林整備事業実施箇所調査表】

整理番号 － 調査年月日 調査者

１ 実施場所及び (1)所在地

隣接する森林等

の状況

(2)森林の現況及び事業の必要性

(3)成立本数 本／ha

※標準地調査（○ｍ×○ｍ ○箇所）による。

２ 森林所有者 (1)住所、氏名

（協定締結予定者）

(2)事業実施について（該当部分に○又は必要事項を記載）

・市町村実施の場合 事業実施の同意の有無（有・無）

・森林所有者実施の場合 施行方法（所有者実施・委託）

・森林組合実施の場合 事業実施の同意の有無（有・無）

・協定締結者実施の場合 実施予定者（ ）

３ 事業実施後の (1)協定期間中の管理方法

管理計画

(2)利用計画（竹材・タケノコ生産、森林環境教育等）

４ その他（事業実施上必要となる他法令等による制限等の有無、内容等を記入）



施 業 図

１ 森林所有者

２ 施行地

３ 面積（ha）

管理道延長（ｍ）

アクセス道延長（ｍ）

４ 施行地の平均傾斜度

2

スギ

1

管理道

スギ・ヒノキ

アクセス道

施行地

SP 3

竹林

4

県道 縮尺：

（注）

１ 施行地及びその周辺の地形（沢、尾根）、林況（樹種）並びに特徴のある

物件（独立樹、鉄塔、道路等）を記入すること。

２ 測量起点（SP）及び主な測点を記入すること。

３ 測量野帳は、事業実施主体が整理保管し、しゅん工検査等において直ちに

提示できるようにしておくこと。



様式第３号（第４条、１０条関係）

○○年度森林景観対策事業計画（報告）書

１ 事業の目的・効果

２ 事業計画（実績）の内容

別添森林景観対策事業箇所一覧のとおり

３ 収支予算（精算）

（１）収入の部

（単位：円）

区 分 予 算 額 （決 算 額） （増 減 額） 備 考

県補助金

市町村費

そ の 他

計

（２）支出の部

（単位：円）

区 分 予 算 額 （決 算 額） （増 減 額） 備 考

計

４ 事業完了（予定）年月日



森 林 景 観 対 策 事 業 箇 所 一 覧

市町村： （単位：円）

直営・委託 森林の位置 事業量 負担区分 備考

の別 大字 字 番地 面積(ha) 伐採材積(m3) 事業費 県 市町村 その他

附帯事務費

合 計

注１：森林計画図等の位置図を添付すること



様式第４号（第５条関係）

番 号

平成 年 月 日

様

職氏名 印

年度鳥取県森林環境保全税関連事業費補助金交付決定通知書

年 月 日付第 号（以下「申請書」という。）で申請のあ

った鳥取県森林環境保全税関連事業費補助金（以下「本補助金」という。）に

ついては、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規

則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決

定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。

（担当・連絡先）

記

１ 対象事業

本補助金の補助事業は「○○○○○事業」とし、その内容は、○○○○○

○○とする。

２ 交付決定額等

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補

助事業の内容が変更された場合におけるそれらの額については、別に通知す

るところによる。

（１）算定基準額 金 円

（２）交付決定額 金 円

３ 経費の配分

本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決

定額は、○○○○○○○○○とする。ただし、補助事業の内容が変更された

場合においては別に通知するところによる。



４ 補助金の額の確定

本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県森林環境

保全税関連事業費補助金交付要綱（平成２０年４月１１日第２００８０００

０３５１０号鳥取県農林水産部長通知。以下「要綱」という。）第３条第３

項及び第５条第３項の規定を適用して算定した額と、前記２の（２）の交付

決定額（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により

行う。

５ 補助規程の遵守

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱

の規定に従わなければならない。

６ 本補助金の交付を受けた者は、当該間接補助事業により整備した竹林及び

管理道並びにアクセス道（以下「竹林等」という。）について、実施要領に

基づく協定期間中、次の条件を遵守すること。これに違反した場合は、当該

転用等に係る竹林等に対して交付を受けた補助金の全部又は一部を返還する

こと（天災等不可抗力によるものを除く。）。（竹林整備事業の場合に記載）

（１）当該事業地の全部又は一部を竹林等以外の用途へ転用（当該事業地を売

り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該

事業地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。）又は抜き伐りした補

助事業地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為をしようとする場合は、あ

らかじめ（職名）にその旨を届け出ること。

（２）抜き伐り等適切な管理を実施すること。



様式第５号（第10条関係）

年度鳥取県森林環境保全税関連事業費補助金仕入控除税額報告書

番 号

年 月 日

職氏名 様

所在地

名称

代表者 印

年 月 日付第 号により交付決定のあった平成 年度鳥取県森林環

境保全税関連事業費補助金について、仕入控除税額が確定したので、鳥取県森

林環境保全税関連事業費補助金交付要綱（平成20年4月11日付第200800003510

号鳥取県農林水産部長通知。）第10条第4項の規定に基づき、下記のとおり報告

します。

記

１ 補助金の確定額 金 円

（ 年 月 日付第 号による通知額）

２ 上記に係る補助対象経費の額 金 円

３ 実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告 金 円

控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）

４ 消費税及び地方消費税額の申告により確定した仕入控除税額

金 円

５ 補助金返還相当額（４－３）×（１÷２） 金 円

（注）内訳資料、その他参考となる資料を添付すること。




